文書管理規程

（目的）
第１条　この規程は、社会福祉法人全国盲ろう者協会（以下、「協会」という）の文書の管理等について基本的な原則を規程することを目的とする。

（文書の範囲及び管理）
第２条　この規程でいう文書とは、協会に到達した書類、及び協会の業務に関し作成する書類で、内部保管し、または外部に送付する書類をいう。
２　文書の管理とは、文書の収受、配布、起案、送付、整理及び保管を組織的に計画、実行し、秩序を保つことをいう。

（文書の処理）
第３条　文書の処理は、正確かつ責任をもって行わなければならない。

（文書の受付及び配布）
第４条　外部から到着する文書は、全て事務局文書管理係で受け付けし、次により配布するものとする。
（１）「協会宛て」及び「理事長の職名を付けた」の封書は、親展書を除いて直ちに開封し、これらの文書に、受付印を捺印し、受付番号（第５条で定める記号番号）、受付年月日を文書収受簿に記載してから、文書の内容に応じて業務担当に配布する。
　但し、定例簡易な文書で事務局長が受信簿に記載する必要がないと認めたときは、受信簿に記載することを省くことができる。
（２）「役職名を付けた親展書」「私文書」は未開封のまま宛先に配布する。
（３）配布された文書が、業務担当以外の文書であったときは、その旨を記載して文書管理係に返却するものとする。

（文書の記号番号）
第５条　文書には、協会を表示する文字（全盲ろう）と「収」または「発」の記号を付し番号を記入するものとする。
２　文書番号は、暦年により更新するものとする。

（文書の回付）
第６条　受付の手続きをしない外部からの文書を上司から受けたときは、文書管理係に回送して所定の受付手続きをするものとする。

（文書の起案及び決裁）
第７条　協会における業務の処理は、業務担当者が起案文書を作成し、理事長の決裁を経てから処理をするものとする。
　起案文書には、起案の理由、処理方針、他の法令等が根拠となる場合はその法規条文を簡明に記述し、参考資料があればそれを添付するものとする。
　但し、あらかじめ、理事長が決裁者及び決裁事項について指定をした場合はこの限りでない。
２　前項の手続きを「決裁」といい、原則として、決裁を得る前に起案文書を事務局員に供覧（合議を兼ねる）するものとする。

（文書の供覧）
第８条　外部からの通知、回答、報告、資料、雑誌、新聞または、協会職員が作成した報告資料等で参考として理事長並びに事務局員に見せることを「供覧」といい、その供覧方法は、前条第２項に準じて行なう。
　但し、念を要するものまたは、重要な文書は、常務理事の供覧が終了してから、事務局員に供覧するものとする。

（起案用紙及び文書起案簿）
第９条　文書の起案は全て起案書用紙を用いなければならない。
但し、簡易な文書（外部からの新聞・雑誌を供覧する等）はこの限りでない。
２　前条但し書き以外の文書の起案者は、起案文書に、第５条で定める記号番号を付ける。
　また、当該起案文書の表紙及び文書起案簿（規程内規制定簿及び文書送付簿）には、それぞれ起案文書の記号番号、起案年月日、決済年月日、施行年月日等を記載しなければならない。
　但し、内部資料を作成し、供覧をする等の場合はこの限りでない。

（文書の経由）
第１０条　理事長の決裁を要する起案文書は、全て事務局長を経由しなければならない。

（文書の改廃）
第１１条　既に、決裁の済んだ業務事項を改廃するときは、起案文書に、その理由を明記し、改めて、決裁の手続きをしなければならない。
２　内容の変更等によって、新に起案文書を作成した場合には、旧起案文書を添付して決裁を受けるものとする。

（決裁、供覧の特例）
第１２条　経理事務に使用する収支決議書、その他特別の取り扱いを要する文書については、本規程の規定にかかわらず、別に定める経理規程により処理するものとする。

（文書の浄書、発送）
第１３条　決裁の済んだ文書のうち、施行の要するものは、起案者が浄書（ワープロ可）するものとし、文書の送付は、文書送付事務担当者が行なうものとする。

（文書の保存）
第１４条　文書の保存期間は、事業終了の翌年度から起算して次によるものとする。
（１）永久保存
　　ア　定款、理事会議録、諸規程決済文書、法人登記関係書類及び前例となる文書
　　イ　効力の永続する文書、官公庁の認可文書
　　ウ　財務諸表、役員及び職員の任免に関する文書
　　エ　盲ろう者登録書、利用登録申込書、訪問相談員登録申込書
　　オ　その他理事長が認めた重要な文書及び帳簿（盲ろう者の相談記録を含む）

（２）１０年間保存
　　ア　会計主要帳簿、支出決議書
　　イ　全国盲ろう者大会開催関係決裁文書、通訳者養成研修会開催関係決裁文書、コミュニカ発行関係決裁文書、地方体制整備事業関係復命書

（３）８年間保存
　　ア　満期または、解約となった契約書
　　イ　会計の補助簿、支出証拠書（支払い明細書・訪問相談報告書等）

（４）３年間保存
　　ア　災害補償に関する文書
　　イ　その他決裁文書、普通文書及び帳簿（文書収受簿、文書起案簿及び使用済み訪問相談利用券）	Comment by kobayashi: 永久保存か10年保存にすべきでは？小林
　　ウ　盲ろう者以外の者の相談記録簿

（５）１年間保存
　　ア　一時処理にとどまった軽易な文書、帳簿
　　イ　その他の雑書類

（文書の廃棄）
第１５条　保存期間を経過した文書は、事務局長の決裁を経て廃棄処分し、その目録を永久保存する。
　但し、なお保存が必要と事務局長が認めたときは、更に期間を定めて保存することができる。

（廃棄の方法）
第１６条　廃棄の方法は、事務局長の指示によるものとする。

（公印の定義）
第１７条　この規程において、公印とは、理事長印をいう。

（公印の押印）
第１８条　第５条による公文書を送付するときは、公印を押印しなければならない。

（公印の保管）
第１９条　公印は、事務局長がこれを保管する。

（公印の制定及び変更）
第２０条　公印の制定及び変更は、理事長が定める。

（公印の持出禁止）
第２１条　公印は、事務所外に持ち出してはならない。但し、必要止むを得ない理由があり、あらかじめ、常務理事の承認を受けたときは、この限りでない。

（例外的取扱）
第２２条　本規程によりがたいものの取扱については、理事長と常務理事との協議を経て、別の取扱をすることができる。

付則
この規程は、平成８年１２月１日から施行する。
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